
ケータイ社労士 2024 社会保険法 法改正・訂正 

 

【10月 14日】  

・目次 ３章 厚生年金保険法 21課  

誤：老齢厚生年金⑶ 

正：老齢厚生年金⑷ 

・Ｐ224 ３章 厚生年金保険法 21課 課タイトル 

誤：老齢厚生年金⑶ 

正：老齢厚生年金⑷ 

【法改正】 （国民年金法施行規則 第 34条の 4 ２号の改正：改正前→改正後） 

・Ｐ144 ２章 国民年金法 23課 (2)③  

前：少年院他これに準ずる施設に収容 

後：少年院に収容 

※ 婦人補導院に収容されている場合が削除されるため（令和 6年 4月 1日施行） 

 

【10月 24日】  

・Ｐ8 1章 健康保険法 4課 ⑶ 

誤：２分の１ 

正：４分の３ 

・Ｐ222 ３章 厚生年金保険法 20課 (4) 

誤：支給停止調整額（47万円） 

正：支給停止調整額（48万円） 

 

【10月 26日】  

・Ｐ9 1章 健康保険法 4課 3問目 

誤：４分の３  

正：２分の１ 

・Ｐ43 1章 健康保険法 21課 3問目 

誤：12か月 

正：12か月  

誤：⑷答○ 

正：⑷答× 

※ 「9か月」が正しいため、「12か月」は誤り。9か月+3か月（12か月）で年間の月平均額を算出する。 

 

【10月 28日】  

・Ｐ247 ３章 厚生年金保険法 32課 2問目 

誤：遺族基礎年金は支給される 

正：遺族厚生年金は支給される 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000100012_20230306_505M60000100018&keyword=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E6%B3%95
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000100012_20240401_505M60000100068&keyword=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E6%B3%95


【1月 28日】  

【法改正】 （令和６年度の年金額改定についてお知らせします） 

・Ｐ216 ３章 厚生年金保険法 17課 (2)  

前：支給停止調整額（48万円） 

後：支給停止調整額（50万円） 

※ 上記リンクには、令和 6年度の年金額・保険料についても掲載されている。 

・Ｐ222 ３章 厚生年金保険法 20課 (4) ＜10月 26日に 47万円→48万円に訂正あり＞ 

前：支給停止調整額（48万円） 

後：支給停止調整額（50万円） 

※ 10月 26日に 47万円→48万円に訂正あり。 

 

【５月 19日】  

【法改正】 （令和６年度の年金額改定についてお知らせします） 

・Ｐ217 ３章 厚生年金保険法 17課 1問目 

前：48万円以下 

後：48万円以下 

前：○ 

後：× 

【法改正】 （国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の公布について（通知）） 

・Ｐ270 4章 社会保険に関する一般常識 ４課 (5)  

前：（支援金分 22万円分） 

後：（支援金分 24万円分） 

前：＝104万円 

後：＝106万円 

 

【６月 20日】  

・Ｐ17 １章 健康保険法 ８課 2問目 

誤：(2)④ 

正：(2)③ 

・Ｐ96 １章 健康保険法 4８課 (5) 

前：（R5=1.4％） 

後：（R6=1.4％） 

令和 6年も 5年と同じ 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240129S0020.pdf

